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独立行政法人住宅金融支援機構 令和４事業年度事業報告書 
 
１．法人の長によるメッセージ 

サステナビリティ経営の鍵はステークホルダーの皆さまとの連携深化 

いつも皆さまには大変お世話になっています。 

独立行政法人住宅金融支援機構理事長の毛利です。着任３年目を迎え、ようやくパ

ンデミックの脅威から抜け出し、ニューノーマルへと歩み始めた我が国経済社会が抱

えるさまざまな課題に対し、機構が果たすべき役割を改めて問い直し、一つでも多く

の社会課題の解決にしっかり貢献できるよう企業価値を高めていくことで、これから

も頼られる「政策実現集団」としての機構をリードしてゆく決意を新たにしています

。 

今年は、機構の主力業務である【フラット３５】の提供をはじめとする証券化支援

事業がスタートして20年となる節目の年であり、また第四期中期計画期間を折り返し

、次期中期計画の策定に向けた大切な年となります。これまで中期目標の着実な達成

に努めてきましたが、これもステークホルダーの皆さまのご理解とご支援のおかげで

あり、改めて厚く御礼申し上げます。市場では金利引下げ競争が激しくなっています

が、持続可能で安定的な返済プランに基づく長期固定ローンを全国あまねく提供する

という【フラット３５】の魅力の本質に立ち返り、商品性を一層磨きながら、お客さ

ま一人ひとりにとって正しい選択をしていただき、いつの時代にも選ばれ続ける【フ

ラット３５】を目指し、機構としても最大限尽力していきます。 

機構は、これからも、国の住生活基本計画を踏まえ、多様化する住まいのニーズに

お応えし、機構のパーパスである「住まいのしあわせを、ともにつくる。」存在であ

り続けるため、10年先、20年先の市場を見据えながら、あくまで住宅の質にこだわり

続けるとともに、ステークホルダーの皆さまとの連携と市場との対話をこれまで以上

に深めることで、社会課題解決に一層貢献できるサステナビリティ経営を目指します

。 

 

ESG さまざまな社会課題解決に一層の貢献 

(1)住まいの進化で脱炭素社会へ着実なシフトを 

 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組は待ったなしであり、とりわけ住

宅分野の取組の加速が鍵となります。機構は、昨年秋からゼロエネルギー住宅の普及

促進に向けて【フラット３５】Ｓ（ZEH）の取扱いを開始、地域工務店の皆さまにも

ご活用いただき、今や注文住宅の約30％にまでご利用が拡大しています。併せて住宅

ストックに省エネ改修を促す【グリーンリフォームローン】の取扱いも始めました。

省エネ設備設置工事にもご利用いただけて、人にも地球にも家計にも優しい融資制度

です。更に、今年度からは、改正建築物省エネ法の本格施行に２年先駆けて、【フラ

ット３５】をご利用いただく全ての新築住宅に省エネ基準の適合を融資条件としまし

た。 

 資金調達面でもグリーンボンド国内最大の発行機関として累計約8,850億円を発行

、引き続き我が国のグリーンボンド市場の発展に貢献します。 
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また、TCFD提言に賛同し、気候変動対策に積極的にコミットする機構の取組姿勢を

、気候変動に伴う物理的リスク・移行リスクなどをはじめ積極的な情報開示を行うこ

とで、国内はもとより世界の投資家に発信していきます。 

地球の未来に緑の希望を託すため、機構は、脱炭素社会実現を目指し、我が国の住

宅分野の取組を先導していきます。 

(2)未来につなぐ持続可能な住宅ストックの形成・活用 

 少子長寿化が進む地域社会に、空き家の増大は深刻な影響をもたらしています。機

構は、空き家問題に取り組む地方公共団体と連携し、地域に精通した事業者の皆さま

とも情報を共有し、除却すべき空き家は除却し、利用できるものは利用することを基

本に、住宅資産とともに地域の価値の維持向上に一層貢献すべく、今年度から更に【

フラット３５】地域連携型（空き家対策）の金利引下げ措置を拡充しました。本年６

月に改正された空家等対策の推進に関する特別特措法により、新たに空き家の利活用

情報の提供も開始する予定です。機構は、空き家の積極的な利活用を促すだけでなく

、昨年から開始した【フラット３５】維持保全型による住宅の適切な維持管理のため

の金利引下げ措置のご利用も積極的に推進することで、我が国の住宅ストックの資産

価値の適切な維持と流通拡大に貢献していきます。 

 また、我が国には既に700万戸近いマンションが建ち、特に都市部の住生活を支え

る大切な資産を構成していますが、年々増加する高経年マンションにも適切な維持管

理が欠かせません。我が国ではこうした分野に必要な金融市場が未成熟であるため、

今後大きな社会問題になりかねない状況です。機構は、金融市場の整備を先導すると

ともに、機構が発行する【マンションすまい・る債】をご購入いただくことで資金手

当てを検討するマンション管理組合を財政面から支援するほか、国の管理計画認定マ

ンションの普及にも融資金利を引き下げるなどにより積極的な貢献を続けていきます

。 

機構は、今後とも、近い将来だけでなく、中長期的な我が国の社会のあり様とESG

ニーズを踏まえ、既存住宅市場の活性化に積極的に貢献するとともに、マンションに

居住される方々にさまざまなソリューションを提供していきます。 

(3)幅広い世代・立場を支える住まいとコミュニティの創生支援 

 我が国の少子化の進行は深刻で、子育て環境の整備充実や支援も重要な課題です。

機構は、地域社会で安心して生み育てられる環境づくりのため、地方公共団体と連携

するなど住宅取得支援策の一層の充実を図ります。また、子育て世帯の多様な住まい

方を応援するため、子育て世帯に適した広さと省エネルギー性能を備えた賃貸住宅の

提供支援を行います。 

 また、高齢の方がより快適にそして安心して生活を営めるよう、リフォーム実績を

加味した適切な担保評価に基づき、今お持ちの住宅資産を生かしてさまざまな用途の

住宅関係資金を確保できるよう【リ・バース６０】の一層の普及拡大を図ります。加

えて、安心してシニアライフを過ごしていただける良質なサービス付き高齢者向け住

宅の普及にも努めます。 

(4)災害に強い、負けない住まいづくり 

 平成28年熊本地震から７年が経過します。被災地ではいまだ復興事業が継続してお

り、機構は、最後のお一人まで被災された方に寄り添いながら、住宅再建資金の融通

を始め、住まいのご相談に丁寧に対応していく覚悟です。 

また、各地で年々激甚化・多頻度化する災害から地域を守る治水事業などの推進に
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も積極的に貢献するため、地域の実情に合わせ、また高齢の方にも安心してご利用い

ただけるよう工夫を加えて住まいの移転や改修に必要な資金の提供を行うなど、国、

地方公共団体と連携して災害に強い、負けない住まいづくりを強力に支援します。 

(5)多様なライフスタイルを叶える住まいの安心を提供 

機構は、既に本年１月から同性パートナーとお二人での借入申込みの受付を開始し

たところです。今後とも社会のダイバーシティニーズに対応した融資制度となるよう

、積極的に対応していきます。 

また、コロナ災禍を契機に拡大した住まい方の多様化のニーズにお応えするため、

地方公共団体と連携し、移住支援や二地域居住支援も推進します。 

更に、コロナ災禍の中で収入が激減された方などからのご相談には、引き続き丁寧

に対応し、条件変更など柔軟な取扱いを行っていきます。 

(6)我が国の証券化市場発展に貢献 

現下の金利情勢の中で、機構の信用力にも裏打ちされたMBSは、安定的な資金調達

手段であり、同時にまた多様な投資対象の一つとして重要な存在です。今後とも、多

様な投資家との丁寧な対話により市場動向を見据えた安定的な調達を目指すとともに

、旺盛なESG投資ニーズに対応するため、グリーンMBSの発行も視野に、更なる魅力向

上に努めます。 

 

デジタル投資の総仕上げと人材投資に集中 

こうした社会課題解決に向けて着実な貢献を果たすためには、機構の価値創造の基

盤をなすデジタル化をはじめとする運営体制の強化と人材投資がともに鍵となります

。 

このため、引き続き、デジタル投資と人材投資を機構の業務運営を支える車の両輪

と位置づけ、計画的・集中的に推進していきます。 

まず、デジタル化は、昨年、既にマイナポータルAPI連携により収入情報の取得を

可能とするなど着実に推進しており、令和６年度中に【フラット３５】のウェブ申請

やAI審査を実現するなど、お客さまや取扱金融機関などの皆さまの利便性と業務効率

を大幅に向上させるツールとして計画どおり進めていきます。特にAI審査導入は、審

査の客観性・信頼性を向上させるだけでなく、審査のスピードアップを通じてお客さ

まの利便性向上にも貢献するものと期待しています。 

また、社会に貢献できる機構業務の担い手として住宅金融のプロフェッショナルの

育成と確保を目指し、引き続き、中長期戦略である「人材確保・育成方針」に基づき

、多様で充実した自由度の高いメニューによるアップスキリングのための研修機会の

充実を図るなど、職員の自己実現の機会を積極的に提供していきます。また、女性だ

けでなく、男性にも仕事と育児の両立支援研修を実施するなど、ダイバーシティ・イ

ンクルージョン社会にふさわしい働き方の実現を図るとともに、引き続きテレワーク

の活用を進め、積極的な社会貢献・自己実現につながる兼業の奨励も開始したところ

です。このような取組を通じて誰もが働きやすく、自らの能力に磨きをかけ、一人ひ

とりの職員が健康でコミットメントに基づく新しい働き方と生活の両立を実現してい

きます。また、こうした機構の取組姿勢と実績は、積極的に情報開示します。 
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不適正利用の防止と厳正な対応 

公的金融機関である機構には、社会的公正の確保が求められています。【フラット

３５】の投資用物件への利用など不適正利用が判明した場合には、直ちに全額繰上返

済を求めるとともに、仮に取扱金融機関などに関与が認められる場合には再売買、違

約金請求なども併せて行うなど、行政機関とも連携を密にし、厳正な対応に努めてい

ます。 

また、誤ったご利用を防止するため、審査の強化はもとより、懸念がある場合には

、ご利用いただくお客さまに事前にその懸念点について直接確認したり、YouTubeも

活用して広く周知しています。引き続き、機構の商品・サービスをご利用いただく全

てのお客さまにとって安心してご利用いただける環境づくりに向け、取扱金融機関の

皆さまとともに不断の努力を重ねていきます。 

 

全てのお客さまの住まいのしあわせを、ともにつくるために 

機構は、一昨年、全役職員の投票に基づき、「住まいのしあわせを、ともにつくる

。」を機構のパーパスと定めました。そして、今年、私をトップ、全役員を構成員と

する「企業価値向上委員会」を設置し、パーパス達成に向かってお客さま目線で企業

価値の向上に組織を挙げて取り組むこととしました。引き続き、機構は、少子長寿社

会に相応しい住宅ローンのあり方を不断に探求し、お客さまの多様なニーズに積極的

にお応えしていきます。 

加えて、ステークホルダーの皆さまとの連携を更に深めることも、機構のパーパス

実現には欠かせません。これまで培ってまいりましたステークホルダーの皆さまとの

緊密な関係を今年度更に深化させ、お客さまの住まいのしあわせを実現するため、全

役職員一丸となって前進していく覚悟です。 

皆さまには、引き続きのご理解とご支援を心からお願い申し上げます。 

 

                           独立行政法人住宅金融支援機構 
     

                           理事長 
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２．法人の目的、業務内容 
（１）法人の目的 

独立行政法人住宅金融支援機構は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要
な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、一般
の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の
貸付けの業務を行うこと等により、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的
な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と
しています。 

 
（２）業務内容 

令和４年度において、上記の目的を達成するため以下の事業を行っています。 
ア 証券化支援事業 

(a) 【フラット３５】（買取型） 
  (b) 【フラット３５】（保証型） 

イ 住宅融資保険等事業 
ウ 住宅資金融通等事業 

  (a) 災害復興住宅 
 (b) 省エネ改良 
 (c) 密集市街地建替等 
 (d) 賃貸住宅 

   (e) 財形住宅 ほか 

 
（３）シンボルマーク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）パーパス（存在価値） 
 
 

  

シンボルマークのコンセプト 

家を支える柱をJHFで表現しています。大地を示すラインは躍動感を、そし

て全体をまとめる球体が安心と広がりを感じさせます。緑色は成長や生命力を

表します。JHFが家と融合した、シンボルです。 

※「住宅金融支援機構」の英字表記がJapan Housing Finance Agencyであり、

その略称がJHFです。 

なお、日本語の略称は「住宅金融機構」です。 

「住まいのしあわせを、ともにつくる。」とは、住宅金融支援機構の存在意

義を明確にし、社会にどのような価値を提供しているかを端的に表現した言葉

です。組織運営への一体感を高めるため、令和３年度に全職員参加型のプロジ

ェクトを立ち上げ、職員同士の対話を重ね、新たに制定しました。 

※「住まいのしあわせを、ともにつくる。」については、ロゴとセットで使用

したり、各種広告等を含めたコミュニケーションツールに表示したりして使

用します。 
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３．政策体系における法人の位置づけ及び役割（ミッション） 
  住宅金融支援機構は、「住生活基本法」に基づき、国民の住生活の安定の確保及
び向上の促進に関する基本的な計画として策定された「住生活基本計画」等におい
て以下のとおり果たすべき役割が定められています。 

 
住生活基本法（平成 18 年法律第 61 号） 

 
 
 

○主な政府方針 

住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月 19 日閣議決定）等 

 

 
 
 
 

○住宅金融支援機構が果たすべき役割 

民間金融機関等との適切な役割分担に留意しつつ、強みである多様な金融サービス

機能を活かし、公的機関として先導的な役割を果たし、ステークホルダーと協働し

て地域における政策課題の解決に向けて取り組むこと 

 
 
 
 
 

証券化支援事業 住宅融資保険等事業 住宅資金融通等事業 

長期固定金利の住宅資金

を全国あまねく安定的に

供給できるようにすると

ともに良質な住宅ストッ

クの形成に資するよう、民

間金融機関による長期固

定金利住宅ローンの安定

的供給を支援 

保険引受という形でリス

クを分担することにより、

民間金融機関による住宅

の建設等に必要な資金の

円滑な供給を支援 

住宅政策上重要でありな

がら、民間金融機関だけで

は対応が困難な分野への

資金の融通を補完 
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４．中期目標  
（１）概要 
   第四期中期目標の期間は、令和３年度から令和６年度までの４年間となってお

り、令和４年度が第四期の２年目にあたります。 
住宅金融支援機構は、これまで、住宅金融市場の育成、住宅の質の向上、民間

金融機関の支援・補完といった我が国の住宅政策に資する事業を総合的に実施し
てきており、機構の強みである多様な金融サービス機能と、地方公共団体、民間
金融機関等のステークホルダーとのネットワークを活かし、民間金融機関による
長期固定金利型住宅ローンの安定供給やリバースモーゲージ型住宅ローンの供給
等を支援するとともに、災害復興をはじめとした地域における政策課題の解決に
向けてステークホルダーと協働して取り組む等、政策実施機能の最大化を図って
きているところです。 

 一方、我が国の住生活を取り巻く現状に目を向けると、少子高齢化や地方圏

の人口減少がより一層深刻化するとともに、災害の激甚化・多頻度化や高経年マ

ンションの増加等の環境や社会ストックの変化に直面しており、それらに対応す

ることが急務となっています。加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大等に応

じて生ずる経済社会活動の変化にも迅速に対応することが求められています。 

 こうした中、住宅金融支援機構は、住生活基本計画（全国計画）等の政府方針

を踏まえ、社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、引き続き、多様な金融サー

ビス機能を活かし、公的機関として住宅金融市場において先導的・模範的な役割

を果たすとともに、ステークホルダーと協働して地域における政策課題の解決に

向けて取り組むことが求められており、これらを的確に実施するためには、効率

的かつ効果的な業務実施体制を引き続き確保するとともに課題解決のために人材

を確保することが必要となっています。 

 このため、住宅金融支援機構は、業務運営の効率化を図りつつ、自主的かつ自

律的な経営のもと、業務実施体制の整備及び人材の確保・育成に取り組むととも

に、これまでの取組により蓄積したノウハウ等を活かし、国の政策実施機関とし

ての機能の最大化を図ります。 

  詳細につきましては、第四期中期目標をご覧ください。 
https://www.jhf.go.jp/about/organization/plan.html 

 
 
 
（２）一定の事業等のまとまりごとの目標 

独立行政法人における開示すべきセグメント情報は、住宅金融支援機構の各々 
の業務内容を基にしており全部で３つに区分しております。 
なお、勘定区分については、各業務と財源区分との関係などから５つに区分し

ており、これらの関係は次のとおりです。 
 

一定の事業等のまとまり（セグメント区分） 勘定区分 
証券化支援事業 証券化支援勘定 

住宅融資保険等事業 住宅融資保険勘定 

住宅資金融通等事業 
財形住宅資金貸付勘定 
住宅資金貸付等勘定 
既往債権管理勘定 
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５．法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 
  住宅金融支援機構では、以下のとおり経営理念を定め、コンプライアンスの基本
理念としてのコンプライアンス憲章を定めています。 

   
【経営理念】 

   私たちは、自立的で、透明性・効率性の高い経営のもと、顧客価値の創造を目指 
して多様な金融サービスを提供することにより、住宅金融市場における安定的な
資金供給を支援し、我が国の住生活の向上に貢献します。 

 
  【コンプライアンス憲章】 
  １ 法令、社会規範等を遵守し、適切な業務執行に努めることにより、国民の信

頼を確保します。 

   (1) 法令、社会規範等の遵守  

独立行政法人としての基本的使命と社会的責任を常に認識するとともに、 

あらゆる法令、社会規範等を遵守し、誠実かつ公正な業務執行に努めます。 

(2) 積極的かつ公正な情報公開  

積極的かつ公正に情報を公開することにより、国民に対する事業の透明性 

を確保するとともに、健全かつ透明な業務執行を推進するため、常に業務の

効率化・経営資源の有効活用に取り組みます。 

(3) 厳正な情報管理 

業務上知り得たお客さまに関する情報の取扱いについては、細心の注意を

払い、外部に漏洩しないよう厳正に管理します。 

(4) 反社会的勢力との対決 

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、警察等とも連 

携して、断固とした姿勢で臨みます。 

    
２ お客さまの「安心」と「満足」を徹底的に追求します。 

(1) 総合的な住宅金融サービスの提供 

社会の変革に対応し、多様化・高度化する顧客ニーズを反映した安心いた

だける商品・サービスを的確に提供します。  

(2) 適切かつ十分な説明 

お客さまとの取引に際しては、商品やサービスの正確かつ適切な情報を提

供するとともに、法令等に従い、適切かつ十分な説明を行います。 

(3) お客さまの声への真摯な対応 

お客さまに誠実・親切に対応し、その意見・要望・苦情等あらゆる声を謙

虚に受け止め、これを業務に反映します。 

 
３ 役職員一人ひとりの人格を尊重し、働きやすい職場環境の確保に努めます。 

（1) 人格・個性の尊重  

信条、性別、年齢、身体障害等に関係なく、すべての役職員一人ひとりの

人格及び個性を尊重します。 

(2) 働きやすい職場環境  

働きやすい職場環境の確保に努め、自由闊達な組織風土の醸成を目指しま 

す。  
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６．中期計画及び年度計画 
  第四期中期目標を達成するための中期計画に掲げる項目及びその内容と令和４
年度の年度計画との関係は以下のとおりです。 
詳細につきましては、第四期中期計画及び年度計画を 
ご覧ください。 
https://www.jhf.go.jp/about/organization/plan.html 

 
 

第四期中期計画と主な指標等 令和４年度年度計画と主な指標等 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

＜証券化支援事業＞ 

長期優良住宅の技術基準を満たす住宅に係るものの

ストックを 30 万戸以上とする。 

長期優良住宅の技術基準を満たす住宅に係るものの

ストックを 25.2 万戸以上とする。 

既存住宅の割合を25％以上(可能な限り 28％)とする。 既存住宅の割合を 24.0％以上とする。 

【フラット３５】地域連携型に新たに連携して取り組

む地方公共団体数を 100 団体以上とする。 

【フラット３５】地域連携型に新たに連携して取り

組む地方公共団体数を 24 団体以上とする。 

仮承認の決定をするまでの標準処理期間を３日とし、

当該期間内に８割以上を処理する。 

仮承認の決定をするまでの標準処理期間を３日とし、

当該期間内に８割以上を処理する。 

証券化支援事業等を通じて得た知見を活用し、国内外

の機関との情報交換や支援に努める。 

米国政府抵当金庫をはじめとする国内外の機関との

情報交換や支援に努める。 

＜住宅融資保険等事業＞ 
リバースモーゲージ型住宅ローン制度の普及に関す

る啓発活動の実施回数を 400 回以上とする。 

リバースモーゲージ型住宅ローン制度の普及に関す

る啓発活動の実施回数を 80 回以上とする。 

住宅融資保険を活用したリバースモーゲージ型住宅

ローンの取扱金融機関の新規参入を 20 機関以上とす

る。 

住宅融資保険を活用したリバースモーゲージ型住宅

ローンの取扱金融機関の新規参入を５機関以上とす

る。 

＜住宅資金融通等事業＞ 

自然災害からの復興を支援するため、発災時には地方

公共団体等と連携して電話、面談等による相談等の被

災者支援の業務実施態勢を機動的に構築し、災害復興

住宅融資等を実施するとともに、返済方法の変更等に

より被災者の継続的な返済を支援する。 

・発災時には地方公共団体等と連携して被災地におけ

る出張相談のほか電話、インターネットその他の通

信手段を活用した相談等の被災者支援の業務実施

態勢を機動的に構築した上で災害復興住宅融資等

を実施する。 

・被災者の状況に応じた災害特例等による柔軟な条件

変更等を行うとともに、必要に応じて自然災害によ

る被災者の債務整理に関するガイドライン等の適

用を勧奨する等、適切な措置を講ずる。 

マンションすまい・る債を活用するマンション管理組

合数を 7,200 組合以上とする。 

マンションすまい・る債を活用するマンション管理組

合数を 1,750 組合以上とする。 

省エネルギー性能の高い子育て世帯向け賃貸住宅融

資を行うとともにサービス付き高齢者向け賃貸住宅

融資を地域の需要や医療・介護サービスの提供体制を

踏まえて行う。 

省エネルギー性能の高い子育て世帯向け賃貸住宅融

資を行うとともに、サービス付き高齢者向け賃貸住宅

融資を地域の需要や医療・介護サービスの提供体制を

踏まえて行う。 
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Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

一般管理費を令和２年度に比べ、中期目標期間の最終

年度までに 2.5％以上削減する。 

一般管理費を令和２年度に比べ、中期目標期間の最終

年度までに 2.5％以上削減する。 

証券化支援業務に係る毎年度の経費率について、中期

目標期間の平均を 0.15％以下とするように努める。 

証券化支援業務に係る毎年度の経費率について、中期

目標期間の平均を 0.15％以下とするように努める。 

直接融資業務に係る毎年度の経費率について、中期目

標期間の平均を 0.52％以下とするように努める。 

直接融資業務に係る毎年度の経費率について、中期目

標期間の平均を 0.52％以下とするように努める。 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進

について」に基づく取組を着実に実施するとともに、

その趣旨を踏まえ、契約等の公正性・透明性を確保す

るよう努める。 

・調達等合理化計画は、契約監視委員会の点検を受け、

策定・公表し、年度終了後、実施状況の自己評価に

ついても同様に契約監視委員会の点検を受け公表

する。 

・これまで契約監視委員会で点検を受けたことがない

類型の競争性のない随意契約について、機構内部に

設置する契約審査委員会において随意契約によら

ざるを得ない理由の事前点検を行い、契約後にその

妥当性について契約監視委員会の点検を受ける。 

・一者応札・応募となった調達案件について、入札に

参加しなかった事業者に対するヒアリング等を行

った上で改善策を策定し、その妥当性について契約

監視委員会の点検を受ける。 

・ 「独立行政法人の随意契約に係る事務について」に

よる随意契約によることができる事由により、公正

性・透明性を確保しつつ、合理的な調達を実施する。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 
投資家への情報発信を行うとともに、市場関係者等の

ニーズを踏まえながら、安定的かつ効率的な市場から

の資金調達に努め、緊急性の高い災害復興住宅融資等

の災害対応に係る融資以外は財政融資資金に依存し

ない。 

・投資家への情報発信を行うとともに、市場関係者等

のニーズを踏まえながら、安定的かつ効率的な市場

からの資金調達に努める。 

・緊急性の高い災害復興住宅融資等の災害対応に係る

融資以外は財政融資資金に依存しない。 

新型コロナウイルス感染症の拡大等による経済事情

の変動やこれらに関する政府方針等に十分留意し、債

務者に寄り添った丁寧な対応を行いつつ的確に債権

管理業務を行う。 

新型コロナウイルス感染症の拡大等による経済事情

の変動やこれらに関する政府方針等に十分留意し、債

務者に寄り添った丁寧な対応を行いつつ的確に債権

管理業務を行う。 

短期借入金の限度額  15,000 億円 短期借入金の限度額  15,000 億円 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

顧客からの相談、苦情等に適切に対応し、制度・運用

の見直しにつなげるとともに、高齢化等社会経済情勢

の変化を踏まえ、適切に顧客説明を行うことにより、

顧客保護を徹底する。 

顧客からの相談、苦情等に適切に対応し、制度・運用

の見直しにつなげるとともに、高齢化等社会経済情勢

の変化を踏まえ、適切に顧客説明を行うことにより、

顧客保護を徹底する。 

「独立行政法人等の保有する情報公開に関する法

律」、「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等

安全管理措置の実施等個人情報の適正な管理等を行

うとともに、適正かつ円滑な情報公開を行う。 
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に関する法律」に基づき、適切な対応を行う。 

国、関係機関等と脅威情報を共有しつつ、外部からの

不正アクセス等に対して、ソフト・ハードウェア両面

での対策を継続して実施する。 

国、関係機関等と脅威情報を共有しつつ、外部からの 

不正アクセス等に対して、ソフト・ハードウェア両面

での対策を実施する。 

機構の業務に求められる能力・専門性を向上させるた

めの研修等を通じた人材の育成を行う。 

・外部組織との人材交流、外部人材の活用等により必

要な人材を確保する。 

・金融、建築、ＩＴ等、機構の業務を行う上で高度な

専門性が求められる分野及びマネジメントについて、

ＯＪＴによるノウハウの蓄積、専門研修の実施、外部

組織への研修派遣、階層別研修等、職員の能力・資質

・専門性を向上させるための研修等を通じた人材の育

成を行う。 

 
 
７．持続的に適正なサービスを提供するための源泉 
（１）ガバナンスの状況 

    機構では、独立行政法人としての基本的使命と社会的責任を認識し、独立行

政法人通則法等に基づき、透明性・効率性の高い経営に取り組んでいます。ま

た、高い倫理観と見識を持ち、業務の健全性及び適切性を確保するためにガバ

ナンス体制の強化に取り組んでいます。 

  独立行政法人通則法及び業務方法書の規定に基づき、内部統制基本方針をはじ

めとして、機構の業務の適正を確保するための内部統制に関する規程等を整備し

ています。また、内部統制に関する審議は役員会で行うこととしていましたが、

令和４年度に内部統制の推進ひいては企業価値の向上について組織横断的に審議

を行う場として、企業価値向上委員会（内部統制委員会）を新たに設置しました

。同委員会は、理事長を委員長、全役員（監事を除く）を委員とし、機構全体お

よび各部署ごとの内部統制の推進に関する具体的な取組である企業価値向上取組

実施計画を作成・点検することに加え、組織横断的に検討すべき企業価値の向上

に資する事項の審議等を行うことを目的としており、原則として年２回開催しま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内部統制システムの整備の詳細につきましては、「14.内部統制の運用に関する情
報」及び業務方法書をご覧ください。 
  
https://www.jhf.go.jp/about/organization/index.html 
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（２）役員等の状況                 （令和５年３月 31 日現在） 

 
 ① 役員の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ② 会計監査人の氏名又は名称 
   有限責任監査法人 トーマツ 
 

役職 氏　　名 任　　　期 担当 経　　　　歴

理事長 毛利 信二
令和３年４月１日
　～令和７年３月31日

監査

昭56年４月  建設省入省
平29年７月　国土交通事務次官
平31年２月　三井住友信託銀行(株)顧問
平31年４月　（公社）全日本不動産協会特別顧問、
　　　　　　全日みらい研究所所長
令２年６月　（一財）土地総合研究所理事長
令３年４月　当機構理事長

副理事長 廣瀬 眞司
令和２年１月１日
　～令和５年12月31日

リスク統括

昭60年４月　住宅金融公庫入庫
平29年７月　当機構情報システム部長
平31年４月　当機構理事
令２年１月　当機構副理事長

理事長
代理

小笠原 憲一
令和３年４月１日
　～令和５年３月31日

経営企画
業務企画

平３年４月　建設省入省
令２年６月　国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課長
令３年４月　当機構理事
令４年４月　当機構理事長代理

理事 吉田 英夫
令和３年４月１日
　～令和５年３月31日

財務企画
ＣＳ・事務管理

昭60年４月　大正海上火災保険（株）入社
令２年１月　三井住友海上火災保険（株）理事　国際事業部部長
　　　　　　（兼）東アジア・インドチーム長
令３年４月　当機構理事

理事 須藤 洋
令和３年４月１日
　～令和５年３月31日

コンプライアン
ス・法務
審査
総務人事

昭62年４月  住宅金融公庫入庫
平31年４月  当機構リスク統括部長
令３年４月　当機構理事

理事 脇山 芳和
令和３年７月31日
　～令和５年７月30日

事業融資
マンション・ま
ちづくり支援
債権管理

昭63年４月  建設省入省
令３年７月  国土交通省大臣官房付
令３年７月  当機構理事

理事 城野 敏江
令和３年４月１日
　～令和５年３月31日

地域業務統括
住宅融資保険

昭62年４月　住宅金融公庫入庫
平31年４月　当機構コンプライアンス・法務部長
令２年７月　当機構理事
令３年４月　当機構理事（再任）

理事 浪波 哲史
令和３年４月１日
　～令和５年３月31日

首都圏広域事業
本部長
市場資金
情報システム

昭62年４月  住宅金融公庫入庫
平31年４月  当機構近畿支店長
令３年４月　当機構理事

監事 木村 誠
令和３年７月１日
　～令和６事業年度の
　　 財務諸表承認日

昭59年４月  （株）第一勧業銀行入社
平29年６月  みずほ信用保証（株）代表取締役社長
令３年７月　当機構監事

監事 大塚 弘美
令和３年７月１日
　～令和６事業年度の
　　 財務諸表承認日

平３年４月  国土庁入庁
令２年８月  国土交通省大臣官房参事官（土地利用担当）
令３年７月  当機構監事

監事 鈴木 恭人
令和３年７月１日
　～令和６事業年度の
　　 財務諸表承認日

平４年４月  大蔵省入省
令２年７月　財務省大臣官房付
　　　　　 （兼）内閣官房内閣参事官（内閣情報調査室）
令３年７月  当機構監事
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（３）職員の状況 
   令和４年度末における常勤職員は 853 人（令和３年度末比１人減少、0.1％減）

であり、平均年齢は 43.2 歳（令和３年度末 43.7 歳）です。このうち、国等から
の出向者は８人で、民間からの出向者は該当ありません。 

なお、前述の常勤職員数のほかに令和５年３月 31 日付けで退職した常勤職員
が 36 人います。 

 
（４）重要な施設などの整備等の状況 
   当事業年度に完成した主要な施設等、当事業年度に継続中の主要な施設等の新

設・拡充及び当事業年度に処分した主要な施設等は、いずれもありません。 
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（５）純資産の状況 

① 資本金の額及び出資者ごとの出資額 

    当期増加額は、「グリーンリフォームローン」の実施に伴い、一般会計から

10 億円を受け入れたものです。また、当期減少額は、金利変動準備基金におい

て、必要と見込まれる額を改めて算定し、必要額を超えていると認められた 45

億円の国庫納付を行ったものです。 

 
② 目的積立金の申請状況、取崩内容 

第三期中期目標期間最終年度（令和２年度）の積立金 1,562,288 百万円のう
ち、団体信用生命保険等業務の財源等に充てるため、前中期目標期間繰越積立金
として主務大臣の承認を受けた額は 329,550 百万円です。 
令和４年度の前中期目標期間繰越積立金取崩額 2,422 百万円は、固定資産の

減価償却に要する費用等に充てるため、取り崩したものです。 

  

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

694,075 1,000     4,500     690,575

612,575 1,000     -         613,575

54,500 -         -         54,500

27,000 -         4,500     22,500

694,075 1,000     4,500     690,575

一 般 会 計 出 資 金

(単位：百万円）

区　　分

政 府 出 資 金

財 政 投 融 資 特 別 会 計出 資 金

金 利 変 動 準 備 基 金

資 本 金 合 計
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（６）財源の状況 
① 財源の内訳(債券発行、借入金、補助金等) 

独立行政法人住宅金融支援機構法第 19 条に基づき主務大臣の認可を受けて、
証券化支援事業及び住宅資金融通等事業に必要な費用に充てるため、長期借入を
し（民間借入金の期末残高 493,950 百万円）、並びに住宅金融支援機構債券及び
住宅金融支援機構財形住宅債券を発行しています（令和４年度 1,791,579 百万
円、期末残高 21,421,361 百万円）。 

令和４年度においては、一般会計から優良住宅整備促進事業等補助金及び住
宅市場整備推進等事業費補助金 26,993 百万円を受け入れています。 

 
② 自己収入に関する説明(自己収入の概要、収入先等) 

当法人の主な自己収入は、以下のとおりです。 
資金運用収益：証券化支援業務における買取債権利息、財形住宅資金貸付業

務、住宅資金貸付業務及び既往債権管理業務における貸付金
利息等 

保険引受収益：団体信用生命保険等業務における団信特約料、団信配当金等 
役務取引等収益：独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人福祉

医療機構からの受託業務に係る受託手数料等 
当法人の経常収益は 507,970 百万円で、その主な内訳は、買取債権利息や貸付

金利息等の資金運用収益 395,470 百万円（経常収益の 77.9％）、団信特約料や団
信配当金等の保険引受収益 63,241 百万円（経常収益の 12.4％）、勤退受託手数
料等の役務取引等収益 502 百万円（経常収益の 0.1％）などとなっています。 
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【参考】住宅金融機構グリーンボンド及び政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）の 

発行実績（令和４年度末時点） 

（７）社会及び環境への配慮等の状況（配慮の方針等） 
住宅金融支援機構では、省エネルギー性や耐震性などに優れた住宅を取得する 

場合に一定期間金利を引き下げる【フラット３５】Ｓを実施するなど、良質な住 
宅の普及に取り組んでいます。 
平成 30 年度以降【フラット３５】Ｓの技術基準を満たす住宅のうち「省エネル

ギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権の買取代金を資金使途と
する住宅金融機構グリーンボンド（※）を発行し、省エネ住宅の更なる普及促進
に向けた取組を行っています。また、令和３年度には、「政府保証住宅金融支援
機構債券（グリーンボンド）」を発行しました。政府保証付きグリーンボンドの
発行は、国内初の事例となります。 
 調達については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12
年法律第 100 号）、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の
推進に関する法律（平成 19 年法律第 56 号）等に基づく諸施策を尊重し、これら
を踏まえて取り組んでいます。 

   
（※）グリーンボンドとは、再生可能エネルギーの活用や省エネルギー性の向上と 

いった環境改善効果のある事業（グリーンプロジェクト）の資金を調達するた 
めに発行される債券のことです。 
なお、平成 30 年度に発行した住宅金融機構グリーンボンドは、環境省が募集 

する「平成 30 年度グリーンボンド発行モデル創出事業に係るモデル発行事例」 
として選定され、「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」に適合しているこ
とが確認されております。 
 
＜グリーンボンドによる環境改善のイメージ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【住宅金融機構グリーンボンド】

平成30年度

機構第255回債 機構第269回債 機構第271回債 機構第274回債 機構第275回債 機構第281回債 機構第285回債 機構第286回債 機構第295回債 機構第296回債

20年 20年 10年 10年 20年 20年 10年 20年 10年 20年

100億円 100億円 200億円 200億円 100億円 100億円 300億円 100億円 200億円 150億円

平成31年1月21日 令和元年7月17日 令和元年9月18日 令和元年10月11日 令和元年10月11日 令和2年1月20日 令和2年4月17日 令和2年4月17日 令和2年7月17日 令和2年7月17日

0.548% 0.273% 0.055% 0.055% 0.246% 0.350% 0.155% 0.379% 0.150% 0.445%

S&P A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

R&I AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+

令和３年度

機構第298回債 機構第302回債 機構第303回債 機構第305回債 機構第306回債 機構第308回債 機構第310回債 機構第311回債 機構第312回債 機構第316回債

10年 10年 20年 10年 15年 15年 10年 20年 15年 20年

200億円 250億円 100億円 250億円 200億円 100億円 100億円 100億円 100億円 100億円

令和2年8月17日 令和2年10月16日 令和2年10月16日 令和2年11月20日 令和2年11月20日 令和2年12月11日 令和3年1月18日 令和3年1月18日 令和3年2月15日 令和3年4月16日

0.145% 0.145% 0.445% 0.140% 0.334% 0.306% 0.145% 0.454% 0.357% 0.501%

S&P A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

R&I AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+

令和４年度

機構第318回債 機構第319回債 機構第323回債 機構第324回債 機構第326回債 機構第331回債 機構第334回債 機構第338回債 機構第350回債

15年 20年 15年 20年 15年 20年 20年 15年 20年

200億円 100億円 100億円 100億円 100億円 150億円 150億円 150億円 150億円

令和3年5月21日 令和3年5月21日 令和3年7月16日 令和3年7月16日 令和3年8月16日 令和3年10月15日 令和3年11月19日 令和4年1月21日 令和4年7月15日

0.342% 0.491% 0.294% 0.443% 0.269% 0.482% 0.481% 0.405% 0.930%

S&P A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

R&I AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+

表面利率

発行額

発行日（払込日）

発行日（払込日）

表面利率

格付け

令和２年度

令和２年度

年限

発行額

令和元年度

格付け

表面利率

発行日（払込日）

発行額

年限

令和３年度

年限

格付け
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住宅金融機構グリーンボンドは平成30年度から、政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）

は令和３年度から継続的に発行しており、発行累計額は令和４年度末時点において8,850億円発行とな

りました。また、令和５年度においても引き続き発行する予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

なお、住宅金融支援機構は、気候変動対策が重要な課題と認識し、多様な金融サー

ビスの提供等を通じて気候変動対応を進める観点から、金融安定理事会（ＦＳＢ：

Financial Stability Board）が設立した気候関連財務情報開示タスクフォース（Ｔ

ＣＦＤ：Task Force on Climate-related Financial Disclosures）の提言に対し令

和４年６月に賛同しました。 

今後はＴＣＦＤの提言を踏まえた情報開示を適切に行うとともに、開示基準の更新

等に関する国際的な動向を踏まえた日本における対応を注視しながら、気候変動対策

の取組の進展を図ってまいります。 

 

※ ＴＣＦＤの気候関連財務情報開示に関する４つの提言への対応状況など、詳細

につきましては、統合報告書をご覧ください。 

 https://www.jhf.go.jp/about/disclosure/index.html 

 

  

【政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）】

政保第１回債 政保第２回債 政保第３回債 政保第４回債 政保第５回債 政保第６回債 政保第７回債 政保第８回債 政保第９回債 政保第10回債

５年 12年 ５年 12年 12年 ５年 15年 12年 15年 12年

1,000億円 300億円 400億円 300億円 200億円 500億円 250億円 300億円 200億円 300億円

100.431円 100円 100.583円 100円 100円 100.200円 100円 100円 100円 100円

令和3年6月18日 令和3年9月27日 令和3年12月16日 令和3年12月23日 令和4年2月24日 令和4年6月20日 令和4年6月27日 令和4年9月16日 令和4年9月27日 令和4年12月19日

0.001% 0.086% 0.001% 0.096% 0.265% 0.001% 0.675% 0.415% 0.667% 0.614%

政保第11回債 政保第12回債 政保第13回債 政保第14回債

15年 ５年 12年 20年

200億円 250億円 200億円 200億円

100円 100円 100円 100円

令和4年12月23日 令和5年2月16日 令和5年2月24日 令和5年3月14日

0.845% 0.203% 0.831% 1.223%

年限

発行額

発行価額

発行価額

発行日（払込日）

表面利率

令和４年度

令和４年度

年限

発行額

発行日（払込日）

表面利率

令和３年度
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８．業務運営上の課題・リスク及びその対応策 
（１）リスク管理の状況 

住宅金融支援機構では、経営の健全性を維持し、国民の皆さまからのご理解と
信頼が得られるように、業務上発生し得る様々なリスクを適切に管理する態勢の
整備に取り組んでいます。 

具体的には、リスク管理基本規程を策定し、リスク管理の目的、各リスクの特
定・定義、管理体制・手法、管理の実施状況の監査等、基本的な体系を定めていま
す。各リスクの具体的な管理手法等については、信用リスク管理規程等のリスク
管理に関する諸規程で定めています。 

これらに基づき、住宅ローン等の事業の特性を踏まえたリスク管理を実施する
とともに、住宅金融支援機構の業務・特性を踏まえ、各リスクを総体的に把握・評
価することによる統合的な観点からのリスク管理を行っています。 

住宅金融支援機構では、リスクの種類を信用リスク、保証リスク、保険引受リ
スク、市場リスク、運用先等信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナルリ
スクに分類しています。また、経済情勢等の大きな変化があった場合は、必要に
応じて新たに管理すべきリスクを特定することとしています。 

これらのリスクを定性面・定量面から適切に管理するために、各リスクの管理
を担当する役員・部署を定めています。 

また、各リスクを統合的な観点から管理するために、各リスクの計量結果、管
理状況等を全体として把握・評価し、定期的に役員会に報告しています。 
 

 【リスク管理体制】 

 
（２）統合的リスク管理の取組 
   住宅金融支援機構では、財務の安定性を確保するため、個別リスクを総体的に

把握・評価し、経営として許容できる範囲内にリスクを制御することによる統合
的リスク管理の取組を行っています。 

具体的な取組については、次のとおりです。 
・個別リスク管理部署は各リスクを管理し、統合的リスク管理部署であるリス

ク統括部は、個別リスク管理部署等から必要なデータや個別リスクの管理・
評価結果の報告を受けて、住宅金融支援機構全体のリスクを把握・評価し、
個別のリスク管理委員会又は役員会で審議しています。 

・経営として許容できる範囲内にリスクを制御できているかを確認するため、
個別のリスクごとにモニタリング指標を設け、当該指標ごとにアラーム値を
設定しています。指標ごとに月次等で実績を確認し、当該実績がアラーム値
を超えた場合は、速やかにリスク管理を担当する役員等へ報告を行っていま
す。また、リスク管理を担当する役員等が必要と判断した場合は、個別のリ
スク管理部署等にリスクコントロールの検討を促しています。 
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なお、個別リスクのうち、信用リスク、保証リスク及び保険引受リスクに関す
る事項は信用リスク管理委員会、市場リスク、運用先等信用リスク及び流動性リ
スクに関する事項はＡＬＭリスク管理委員会で審議し、必要に応じて役員会でも
審議しています。 
また、ストレスシナリオを考慮した中長期的な生涯収益シミュレーションによ

り信用リスク量及び市場リスク量を計測することで、住宅金融支援機構の経営と
して許容できる範囲内にリスクを制御できているかを確認し、個別のリスク管理
委員会及び役員会に報告しています。 

 
（３）トップリスクとリスクマップ 

住宅金融支援機構では、令和５年度に向けて、リスクをより大局的、本質的に
捉えるため 10 項目のトップリスクを定め、10 項目のトップリスクそれぞれに、
経営層が認識している課題やリスクの種類ごとに想定される事例を分かりやすく
まとめた主要リスク事例を紐付け、整理しました。 
さらに、主要リスク事例については発現可能性や経営への影響度に応じてマッ

ピングしたリスクマップを策定しています。リスクマップは、モニタリングを通
じて主要リスク事例の発現状況や経営を取り巻く環境の変化を確認し、毎年度策
定しています。 
 

トップリスク ※ 以下の項目に対応するリスク 

組織のあり方 気候変動 
財務状況 不適切・不正な行為、不作為 
ビジネスモデル システム障害、サーバー攻撃 
ＤＸ・イノベーション パンデミック、経済危機、大規模災害、

国際情勢の変化等 
社会通念・価値観の変化 人材育成等 

 
（４）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

① 各リスクカテゴリーに対する対応 
   【信用リスク】 

信用リスクとは、住宅金融支援機構が保有する債権に係る債務者の信用力
の悪化等に伴い、資産の価値が減少又は消失することにより損失を被るリス
クをいいます。住宅ローンを主な資産とする住宅金融支援機構においては、
ローン債権の買取審査及び与信審査並びに保有するローン債権の管理及び
自己査定を的確に実施するとともに、信用リスク全体の把握、分析及び管理
に努めています。 
 

・買取審査、与信審査 
 ローン債権の買取審査及び与信審査に当たっては、審査に関する基準や
実施方法を定め、適正な審査を行っています。 
 

・自己査定 
住宅金融支援機構が保有する貸付債権等について的確な信用リスク管

理を行い、また、独立行政法人会計基準に基づいた適切な財務内容の開示
を行うため、自己査定基準を制定し、自己査定を行っています。具体的に
は、回収の不能又は価値の毀損の危険性の度合いに応じて資産を分類し、
過去の貸倒等の実績を踏まえ算定した予想損失率を乗じる等の方法によ
り、貸倒引当金を算定しています。 
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・ポートフォリオ管理 
 住宅金融支援機構が保有する債権全体の信用リスク量及びリスクの所在
を正確に把握するため、信用リスク計量モデル等による定期的なモニタリ
ングを行い、住宅ローンの利用状況の分析、将来の損失発生見通しの計測、
信用リスクに対応するためのコストの算定を行っています。 

 
 

【保証リスク】 
保証リスクとは、保証事故の発生状況が保証料設定時の予測に反して変動

することにより損失を被るリスクをいいます。住宅金融支援機構では、証券
化支援業務（保証型）におけるＭＢＳに対する保証等を引き受けています。
これらの保証の引受けに当たっては適正に審査を実施するとともに、保証リ
スク全体の把握、分析及び管理に努めています。 

 
 
  【保険引受リスク】 

保険引受リスクとは、保険事故の発生状況が保険料設定時の予測に反して
変動することにより損失を被るリスクをいいます。住宅金融支援機構では、
民間金融機関の住宅ローンが事故になった場合の保険等を引き受けています。
保険の引受けに当たっては適正に審査を実施するとともに、信用リスク計量
モデル等による定期的なモニタリング、将来収支分析による責任準備金の十
分性の検証等を通じて、保険引受リスク全体の把握、分析及び管理に努めて
います。 

 
 
  【市場リスク】 

 市場リスクとは、金利等のリスク・ファクターの変動に伴い期間損益が変
動するリスクをいいます。住宅ローンを主な資産とする住宅金融支援機構に
おいては、期限前償還リスク、再調達・再運用リスク、パイプラインリスク
等があります。 
 
・期限前償還リスク 

期限前償還リスクとは、金利の低下等に伴い貸付金に係る期限前償還額
が増加し、予想していた利息収入を逸失すること等により期間損益が悪化
するリスクをいいます。住宅金融支援機構では、期限前償還モデルにより
期限前償還額を推計するとともに、住宅ローンの証券化、多様な年限によ
る債券発行等を組み合わせて資金を調達することによって管理を行って
います。 

 
・再調達・再運用リスク 

再調達・再運用リスクとは、資金の再調達又は再運用が必要となる場合
において、調達金利の上昇に伴い支払利息が増加すること又は運用金利の
低下に伴い受取利息が減少することにより期間損益が悪化するリスクを
いいます。住宅金融支援機構では、金利モデルを活用することにより、将
来の金利変動を加味した資産・負債のキャッシュフローを推計し、当該キ
ャッシュフローにより発生する期間損益を計測するとともに、デュレーシ
ョン等のリスク指標の定期的なモニタリングを実施することによって管
理を行っています。 

 
・パイプラインリスク 

パイプラインリスクとは、住宅ローンの融資金利決定からその原資の調
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達金利決定までの期間に金利が変動することにより期間損益が変動する
リスクをいいます。住宅金融支援機構では、必要に応じてヘッジ目的の金
利スワップ取引を行うこと等により管理を行っています。 

  
 

  【運用先等信用リスク】  
運用先等信用リスクとは、余裕金の運用先である債券の発行体、金利スワ

ップ取引のカウンターパーティー等の財務状況の悪化等に伴い、資産の価値
が減少又は消失することにより損失を被るリスクをいいます。住宅金融支援
機構では、債券の発行体、金利スワップ取引のカウンターパーティー等の信
用リスク管理方法を定め、モニタリングを実施しています。 

 
 
  【流動性リスク】 

流動性リスクとは、財務内容の悪化等により必要な資金繰りがつかなくな
ること又は資金を確保するために通常より著しく高い金利での資金調達を
余儀なくされることにより損失を被るリスク及び市場の混乱等により市場
において取引が行えなくなること又は通常より著しく不利な価格での取引
を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。住宅金融支援機
構では、流動性リスク対応の管理基準として流動性資産等の保有額の下限額
を設定し、当該基準を日々遵守し安定的な資金繰り運営を実施しています。
また、緊急時の借入枠の設定により調達手段を確保しており、資金繰りの逼
迫度に応じた管理区分（平常時、警戒時、危機時）を設定するとともに、警
戒時及び危機時の対応について定めています。さらに、資金繰りに影響を与
える事態が生じた場合に迅速に対応できるように行動計画（コンティンジェ
ンシー・ファンディング・プラン）を定めるなど、体制を構築しています。 

      
 

  【オペレーショナルリスク】 
オペレーショナルリスクとは、業務の過程、役職員の活動若しくは情報シ

ステムが不適切であること又は外生的な事象が発生することにより損失を
被るリスクをいい、このリスクには、事務リスク、システムリスク、法務リ
スク、人的リスク、有形資産リスク及び風評リスクが含まれます。住宅金融
支援機構では、顕在化したリスク事象の収集による発生状況の把握、原因分
析等を踏まえた対応策の策定等に取り組むとともに、業務に内在するリスク
とそれを抑止するコントロール手法を自己評価し、その評価結果に基づき業
務改善を行うＲＣＳＡ（Risk Control Self-Assessment）に取り組む等、オ
ペレーショナルリスク管理体制の強化に努めています。主なオペレーショナ
ルリスクの定義と管理手法は次のとおりです。 

 
・事務リスク 

事務リスクとは、役職員（役職員以外の者で機構の業務に従事する者を
含む。）が正確な事務を怠ること若しくは事故、不正等を起こすこと又は
機構の業務に従事していない者による不正により損失を被るリスクをい
います。住宅金融支援機構では、事務処理マニュアルの整備、事務改善へ
の取組、相互チェックの徹底、事務指導・研修の実施、内部自主点検、事
務リスク顕在化事例の収集・分析・再発防止への取組等により事務リスク
の削減に取り組んでいます。 

 
・システムリスク 

システムリスクとは、情報システムのダウン、誤作動、不備、不正使用
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等により損失を被るリスクをいいます。住宅金融支援機構では、重要度に
応じた区分とリスク評価に基づく対策の実施、性能・信頼性・情報セキュ
リティ等を踏まえたシステム開発、システム障害の把握・分析・再発防止
措置の実施等によりシステムリスクの削減に取り組んでいます。また、万
一の障害に備え、危機管理マニュアルを定めるとともに、必要に応じてシ
ステムの二重化、バックアップセンターの設置、災害対応訓練等安定的な
稼動の維持に努めています。 

 
・法務リスク 

法務リスクとは、法令等違反、不適切な契約締結その他各種取引上の法
律関係の不確実性により損失を被るリスクをいいます。住宅金融支援機構
では、内部規程の制定、契約書の作成、広告の掲出等を行う際には、法務
担当部署によるリーガルチェックを行い、法務リスクの削減に取り組んで
います。また、法令の制定改廃状況、業務に関連する判例等について情報
を収集し、法令等違反の防止に努めています。 

 
② 業務運営上の課題等 

【【フラット３５】の不適正利用への対応】 
投資用物件を自己居住用と偽り【フラット３５】を利用する等の不適正利用 

   に対し、住宅金融支援機構はこれまでも【フラット３５】は投資用物件には使
えないこと等の周知やお客さまへの注意喚起、審査の強化、借入後の居住実態
調査等の措置を講じてまいりました。 

    住宅金融支援機構としては、把握した不適正利用事案の実態を踏まえ、前述

のような措置を適宜適切に見直して対応を強化していくとともに、不適正利用

が明らかになった案件については厳正な対応を行っていく等により、不適正利

用の防止に一層努めてまいります。 

 

【コロナ災禍において返済困難となったお客さまへの対応】 

 住宅金融支援機構は、令和３年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響によりご返済が困難となったお客さまの返済継続を支援する取組に注

力してまいりました。 

 令和４年度においても、返済方法の変更（一定期間返済額を軽減する「中ゆ

とり」、最大15年間の返済期間の延長等）を新たに希望するお客さまのみなら

ず、状況に応じて再度返済方法の変更を希望するお客さまにも柔軟に対応して

まいりました。 

 住宅金融支援機構は、引き続きお客さまの個々の事情を丁寧に把握すること

に努めながら、感染症拡大の影響が長期化している状況を受け止め、ご返済に

苦しむお客さまに寄り添った対応を心掛けてまいります。 

 

 

※ 詳細につきましては、業務実績等報告書をご覧ください。 

 https://www.jhf.go.jp/about/organization/plan.html 
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９．業績の適正な評価の前提情報 
令和４事業年度の住宅金融支援機構の各業務についてのご理解とその評価に資

するため、各事業の前提となる主な事業のスキーム及び概要並びに事業計画及び事
業実績を示します。 

 
●証券化支援事業 
 

【フラット３５（買取型）】 
 
住宅金融支援機構が民間金融機関の住宅ローン債権を買い取り、当該住宅ローン債権を信託

銀行等に信託します。これを担保として住宅金融支援機構がＭＢＳ（資産担保証券）を発行し、

住宅ローン債権を買い取るための資金を債券市場（投資家）から調達しています（下図参照）。 

この仕組みを活用することにより、全期間固定金利の住宅ローンが民間金融機関においても

提供しやすくなります。この住宅ローンは、住宅金融支援機構の示す一定の基準（買取基準）に

合致したものである必要があり、融資実行と同時に住宅金融支援機構に債権譲渡されます。  

なお、借入金利はＭＢＳの利率等を基にそれぞれの民間金融機関が決定することになります。 

 

 
 

【フラット３５（保証型）】 
 
住宅金融支援機構が民間金融機関の全期間固定金利の住宅ローンに対して住宅融資保険（保

証型用）を引き受け、当該住宅ローンを信託として投資家に販売された受益権等について、期日

どおりの元利払い保証を行う仕組みです。 
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●住宅融資保険等事業 
 

住宅融資保険 
 
住宅融資保険は、民間金融機関の住宅ローンが不測の事態により事故となった場合に、あらか

じめ住宅金融支援機構と民間金融機関との間で締結した住宅融資保険契約に基づき、保険金を

お支払するものです。 

住宅融資保険付きの住宅ローンは、自己資本比率の算定基準では、付保部分について、10％の

リスクウェイトが適用されます。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

住宅融資保険の主な商品概要 

※1 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 3 号に規定する子会社である保証会社を保有しない中小金融機関等に限り利用が可能 

※2 填補割合が 10 割のローンについては、機構による付保承認が必要 

※3 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第 112 号）に基づき、高齢者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まな

い賃貸住宅として都道府県等に登録された住宅 
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●住宅資金融通等事業 
 

融資業務 
 
災害でり災した住宅の早期の再建、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設、密集市街地にお

ける老朽化住宅の建替え、マンション共用部分の大規模修繕、2050 年カーボンニュートラルの

実現に向けた住宅の省エネルギー性能の向上等、政策上重要で、かつ、民間金融機関だけでは十

分な対応が困難な分野に限定して、融資業務を行っています。 

 

政策分野 目的 対応する融資等 

被災住宅の再建 ● 災害でり災した住宅等の早期の再建支援 
● 災害復興住宅融資 

（住宅の建設、購入、補修） 

災害予防 

● 地すべりや急傾斜地の崩壊に備えた家屋の移転や

代替住宅建設等の支援 

● 宅地の補強工事により土砂の流出等による災害を

予防 

● 地すべり等関連住宅融資 

● 宅地防災工事融資 

高齢者の居住安定等 

● 介護サービス等を提供でき、高齢者が安心して暮ら

し続けることのできる良質な賃貸住宅の供給を支援 

● 高齢者が自宅をバリアフリー化する場合、マンション

建替事業等による住宅の建設又は購入をする場

合、災害でり災した住宅等を再建する場合等に、返

済方法の特例等を適用し、返済負担を軽減 

● サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資 

● リフォーム融資（高齢者向け返済特例） 

●                （高齢者向け返済特例） 

● マンション共用部分リフォーム融資 

   （区分所有者申込み（高齢者向け返済特例）） 

● まちづくり融資（高齢者向け返済特例） 

● 災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例） 

子育て世帯支援 
● 子育て世帯に必要な住戸規模と省エネルギー性能

を有する賃貸住宅の供給を支援 

● 子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資 

● 賃貸住宅リフォーム融資 

安全な住宅市街地整備 
● 土地の合理的な利用により密集市街地における防

災機能をはじめとする居住環境の向上支援 
● まちづくり融資 

マンションストック 

維持・再生 

● マンションの修繕積立金の計画的な積立てや、保管

・運用をサポート 

● マンションの大規模修繕や建替えの支援 

● 

● 

● まちづくり融資 

耐震性の向上 
● 耐震改修工事又は耐震補強工事による一戸建てや

マンションの耐震性の向上 

● リフォーム融資（耐震改修工事） 

●  

● 賃貸住宅リフォーム融資 

2050 年カーボンニュート

ラルの実現 

● 断熱改修工事や太陽光発電設備設置工事等による

省エネ・創エネの性能向上 

● 

●               （高齢者向け返済特例） 

● 子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資 

※ このほか、財形貯蓄を行っている勤労者の方への融資等をご用意しています。 
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令和４年度事業計画及び事業実績 
  
証券化支援事業 

                           （単位：戸、百万円）      

買取型 保証型 

事業計画 実績 事業計画 実績 

戸数 金額 戸数 金額 戸数 金額 戸数 金額 

70,600 2,173,300 46,130 1,509,135 11,500 354,000 8,290 239,031 
 
 
住宅融資保険等事業 
                                           （単位：件、百万円） 

事業計画 実績（保険関係成立） 

保険価額の総額 件数 金額 

579,600 44,562 358,045 
※事業計画および実績には、家賃債務保証保険を含みます。 

 
 
住宅資金融通等事業 

（単位：戸、百万円）  

 事業計画 貸付契約実績 資金交付実績 

戸数 金額 戸数 金額 金額 

災
害
等 

災害復興住宅 1,660 32,900 354 6,608 9,238 

災害予防等 150 1,479 52 377 232 

小計 1,810 34,379 406 6,986 9,470 

省エネ改良 700 3,000 15 42 8 

密集市街地建替等 5,000 55,000 10,667 63,431 53,971 

賃貸住宅 11,000 108,000 3,825 40,425 58,038 

財形住宅 100 2,000 6 126 36 

合計 18,610 202,379 14,919 111,008 121,523 
 

※貸付契約実績とは、機構が融資することを承認した実績をいいます。 

※表示単位未満を四捨五入している関係で、合計は表示された計数により算出したものと一致しない場合があります。 
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１０．業務の成果と使用した資源との対比 
（１）自己評価 

令和４年度は、年度計画及び第四期中期計画に沿って、国民に対して提供す
るサービスその他の業務の質の向上について、適切に取り組み、総合的にみて
当中期目標の達成に向け、適切な業務運営を行ってまいりました。 

各事業（セグメント）ごとの結果と行政コストを併記したものは下表のとお
りです。 

詳細につきましては、業務実績等報告書をご覧ください。 
    https://www.jhf.go.jp/about/organization/plan.html 

項目 評定 
※ 

行政コスト 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
＜証券化支援事業＞（証券化支援業務） Ｂ 194,552 百万円 
＜住宅融資保険等事業＞（住宅融資保険等業務） Ａ 4,512 百万円 

 
＜住宅資金融通等事業＞ 

財形住宅資金貸付業務  
Ｂ 

1,077 百万円 

住宅資金貸付等業務 139,415 百万円 
既往債権管理業務 38,151 百万円 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 Ｂ  

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 Ｂ 
Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 Ｂ 

※評定の説明 Ｓ： 法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標を量的及び質 
的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 

Ａ： 法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標を上回る成果 
が得られていると認められる。 

Ｂ： 中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 
Ｃ： 中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 
Ｄ： 中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本 

的な改善を求める。 
 

（２）当中期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況   
第四期中期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況は下

表のとおりです。  
詳細につきましては、主務大臣評価をご覧ください。 

      https://www.jhf.go.jp/about/organization/plan.html 
※本事業報告書の作成時点では、令和４年度の主務大臣による総合評価は公

表されていません。 
区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
評定※ Ｂ - - - 
理由 令和３年度の項目別評定は、Ａ又はＢであり、全体的にはＢ

評定が大部分であるため、概ね中期計画における所期の目標
を達しています。 

※評定の説明 Ｓ： 法人の業績向上努力により、全体として中期計画における所期の目標を 
量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 

Ａ： 法人の業績向上努力により、全体として中期計画における所期の目標を 
上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ： 全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認め 
られる。 

Ｃ：  全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 
Ｄ： 全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を 

含めた抜本的な改善を求める。 
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１１．予算と決算との対比 

  

 

（注1） 証券化支援勘定における補助金受入の増 

（注2） 住宅資金貸付等勘定における借入金の減 

（注3） 既往債権管理勘定における借入金の減等 

（注4） 証券化支援勘定における債券発行額の減等 

（注5） 財形住宅資金貸付勘定における債券発行額の減 

（注6） 証券化支援勘定における買取債権回収金の減 

（注7） 既往債権管理勘定における貸付回収金の増等 

（注8） 証券化支援勘定における買取債権利息の減等 

（注9） 証券化支援勘定における金銭の信託の減少による収入の増等 

（注10）住宅資金貸付等勘定における団信保険料支出の増等 
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（注11）証券化支援勘定における買取債権の取得の減 

（注12）住宅資金貸付等勘定における貸付金の減等 

（注13）既往債権管理勘定における債券の償還の減等 

（注14）証券化支援勘定における債券利息の減等 

（注15）証券化支援勘定における管理諸費の減等 

（注16）証券化支援勘定における人件費の増等 

（注17）住宅資金貸付等勘定における有価証券（譲渡性預金）の取得による支出の増 

    等 

 

 
 
 

※ 詳細につきましては、決算報告書をご覧ください。 

  https://www.jhf.go.jp/teikyou/zaimu.html 
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１２．財務諸表（要約） 
  
  【法人単位】 
 

① 貸借対照表 
     

 

 
② 行政コスト計算書 

 

 

 

(単位：百万円)
資産の部 金額 負債の部 金額

現金預け金　※1 620,607        借入金 1,026,959

金銭の信託 71,512         債券 21,421,361
有価証券 1,035,633      保険契約準備金 30,133
買取債権 18,778,481     預り補助金等 112,680
貸付金 4,903,838      その他負債 167,443
その他資産 78,731         賞与引当金 678
有形固定資産 24,538         退職給付引当金 10,459
無形固定資産 8,190          保証料返還引当金 480
保証債務見返 1,626,704      保証債務 1,626,704
貸倒引当金（△） △ 167,976     負債の部合計 24,396,897

純資産の部 ※2
資本金 690,575
資本剰余金 381
利益剰余金 1,892,775
評価・換算差額等 △ 371

純資産の部合計 2,583,361
資産の部合計 26,980,257     負債・純資産の部合計 26,980,257

(単位：百万円)
金額

Ⅰ　損益計算書上の費用 297,867         
　　経常費用　　※3 297,867         
　　特別損失　　※4 －              
Ⅱ　その他行政コスト　　※5 －              
Ⅲ　行政コスト 297,867         
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  ③ 損益計算書 

   

 

④ 純資産変動計算書 

 

 

(単位：百万円)
金額

経常収益（A) 507,970            

　資金運用収益 395,470            
　保険引受収益 63,241             
　役務取引等収益 502                
　補助金等収益 43,511             
　その他業務収益 40                 
　その他経常収益 5,206              
経常費用（B)　　※3 297,867            
　資金調達費用 150,044            
　保険引受費用 76,622             
　役務取引等費用 25,043             
　その他業務費用 6,938              
　営業経費 30,567             
　その他経常費用 8,653              
特別利益（C) －                 
特別損失（D)　　※4 －                 
当期純利益(A-B+C-D)　　 210,103            
前中期目標期間繰越積立金取崩額（E) 2,422              
当期総利益(A-B+C-D+E） 212,525            

(単位：百万円)

当期首残高 694,075 381 1,700,073 △ 454 2,394,075

△ 3,500 △ 3,500

-             -             

-             192,703 192,703

83 83

当期変動額合計 △ 3,500 -             192,703 83 189,285

当期末残高　　　　　※2 690,575 381 1,892,775 △ 371 2,583,361

評価・換算
差額等

純資産合計資本剰余金資本金

Ⅰ 資本金の当期変動額

Ⅱ 資本剰余金の当期変動額
（その他行政コスト）　※5

Ⅲ 利益剰余金の当期変動額

Ⅳ 評価・換算差額等の当期変
動額（純額）

利益剰余金
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⑤ キャッシュ・フロー計算書 

 ※ ※1～※5を付すこと等により、財務諸表の体系内の情報の流れを明示してい 
  ます。 
※ 詳細につきましては、財務諸表をご覧ください。 

       https://www.jhf.go.jp/teikyou/zaimu.html 
 
 

(単位：百万円)
金額

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー（A） 483,535        

　　買取債権の取得による支出 △ 1,551,647   
　　貸付けによる支出 △ 121,523     
　　人件費支出 △ 10,833      
　　保険金支出 △ 2,263       
　　団信保険料支出 △ 71,192      
　　団信弁済金支出 △ 1,723       
　　買取債権の回収による収入 1,258,342      
　　貸付金の回収による収入 713,730        
　　買取債権利息の受取額 237,698        
　　貸付金利息の受取額 153,890        
　　保険料収入 7,505          
　　団信特約料収入 31,132         
　　団信保険金収入 1,924          
　　団信配当金の受取額 16,026         
　　国庫補助金収入 26,993         
　　国庫補助金の精算による返還金の支出 △ 9,005       
　　地方公共団体補助金等収入 37             
　　国庫納付金の支払額 △ 17,400      
　　その他の収入・支出 △ 178,157     

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー（B） △ 433,696     

　　有価証券（債券）の取得による支出 △ 69,578      
　　有価証券（債券）の償還による収入 98,704         
　　有価証券（譲渡性預金）の純増減額 △ 474,000     
　　有形固定資産の取得による支出 △ 1,544       
　　無形固定資産の取得による支出 △ 3,134       
　　金銭の信託の増加による支出 △ 5,417       
　　金銭の信託の減少による収入 21,410         
　　その他支出 △ 136         
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー（C） △ 562,337     
　　民間長期借入金の借入れによる収入 42,600         
　　民間長期借入金の返済による支出 △ 32,500      
　　債券の発行による収入 1,791,579      
　　債券の償還による支出 △ 1,774,982   
　　財政融資資金借入金の借入れによる収入 12,300         
　　財政融資資金借入金の返済による支出 △ 597,758     
　　リース債務の支払いによる支出 △ 65          
　　政府出資金収入 1,000          
　　不要財産に係る国庫納付等による支出 △ 4,511       
Ⅳ　資金増加額（D=A+B+C） △ 512,498     

Ⅴ　資金期首残高（E） 1,133,105      

Ⅵ　資金期末残高（F=E+D）　　※1 620,607        
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１３．財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 
財務諸表の概況 
（１）貸借対照表 

【資産の部】 
法人全体の資産合計は 26,980,257 百万円となり、前年度比 273,294 百万

円減（1.0％減）となりました。これは、貸付金が前年度比 598,380 百万円減
（10.9％減）となったことが主な要因です。 

【負債の部】 
法人全体の負債合計は 24,396,897 百万円となり、前年度比 462,580 百万

円減（1.9％減）となりました。これは、借入金が前年度比 575,358 百万円減
（35.9％減）となったことが主な要因です。 

【純資産の部】 
法人全体の純資産は 2,583,361 百万円となり、前年度比 189,285 百万円増

（7.9％増）となりました。これは、利益剰余金が前年度比 192,703 百万円増
（11.3％増）となったことが主な要因です。 

利益剰余金には、将来の損失の発生等に備えて独立行政法人通則法第 44
条第１項に基づく手続又は主務大臣の承認手続を経て積み立てる積立金
1,680,250 百万円を含みます。利益剰余金のうち当期未処分利益 212,525 百
万円も同様に積立金としています。 

 
（２）行政コスト計算書 

     法人全体の行政コストは 297,867 百万円となり、前年度比 13,212 百万円
減（4.2％減）となりました。これは、資金調達費用が 20,828 百万円減（12.2
％減）となったことが主な要因です。 

 
（３）損益計算書 

     法人全体の当期総利益は 212,525 百万円となり、前年度比 16,663 百万円
減（7.3％減）となりました。これは、貸付金利息による資金運用収益が 23,714
百万円減（13.5％減）となったことが主な要因です。 

 
（４）純資産変動計算書 

法人全体における純資産の変動は、189,285 百万円となり、前年度比 58,764
百万円増（45.0％増）となりました。これは、利益剰余金の当期変動額が前
年度比 54,918 百万円増（39.9％増）となったことが主な要因です。 
 

（５）キャッシュ・フロー計算書  
【業務活動によるキャッシュ・フロー】 

業務活動によるキャッシュ・フローは 483,535 百万円となり、前年度比
293,256 百万円増（154.1％増）となりました。これは、買取債権の取得によ
る支出が前年度比 394,686 百万円減（20.3％減）となったことが主な要因で
す。 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 
投資活動によるキャッシュ・フローは△ 433,696 百万円となり、前年度比

404,246 百万円減（1,372.6％減）となりました。これは、有価証券（譲渡性
預金）の純増減額が前年度比 409,000 百万円減（629.2％減）となったことが
主な要因です。 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 
財務活動によるキャッシュ・フローは△562,337 百万円となり、前年度比

444,160 百万円減（375.8％減）となりました。これは、債券の発行による収
入が前年度比 581,012 百万円減（24.5％減）となったことが主な要因です。 
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１４．内部統制の運用に関する情報 
   住宅金融支援機構は、役員(監事を除く。)の職務執行が独立行政法人通則法、

独立行政法人住宅金融支援機構法又は他の法令に適合することを確保するため
の体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する
事項を業務方法書に定めていますが、主な項目とその実施状況は次のとおりです。 

 

  <役員会の設置及び役員の分掌（業務方法書第38条）> 

理事長の意思決定に資することを目的として、「役員会規程」を定め役員会

を設置し、原則毎週開催しており、令和４年度は33回開催しています。独立行

政法人住宅金融支援機構法及び「組織規程」の規定に基づき、理事長が役員等

の担当業務を通知し、事務分掌を明示することにより責任を明確化していま

す。 

 
  <内部統制の推進（業務方法書第40条）> 
    「内部統制基本方針」及び「内部統制推進規程」を定め、内部統制を担当する

役員と職員の面談、モニタリング体制の整備、内部統制に関する研修の実施等に
より、内部統制の推進がＰＤＣＡサイクルにより具体的かつ継続的に実施され
る仕組みを構築しています。また、業務方法書第40条第１号に規定する内部統制
委員会として「企業価値向上委員会」及び「コンプライアンス委員会」を設置し
ており、企業価値向上委員会では、内部統制の推進に加えて、機構の企業価値を
向上させるために組織として横断的、一体的に検討・推進すべき事項についても
議論をしています。  

 
  <リスク評価と対応（業務方法書第41条）> 

    機構が抱えるリスクを適切に管理し、社会的信用並びに経営における自律

性、効率性及び透明性を向上させることを目的とし「リスク管理基本規程」を

定めています。また、個別リスクの規模、特性等に応じて、リスク管理に関す

る事項を審議するため、個別リスク管理委員会として、「ＡＬＭリスク管理委

員会」及び「信用リスク管理委員会」を設置しています。令和４年度は両委員

会あわせて33回開催しています。 

 

 <情報システムの整備及び利用（業務方法書第42条）> 
  情報システムの整備及び利用に関する規程として「情報処理業務取扱規程」を
定め、これに基づき職員から役員に必要な情報（特に、危機管理及び内部統制に
関する情報）が伝達される仕組みの整備や効率的な業務運営のための業務シス
テムの活用を行っています。また、ＩＴ投資による投資効果の確保及びシステム
の適正な運営管理に関する事項を審議するため、「ＩＴ戦略委員会」を設置して
います。令和４年度は６回開催しています。 
 

  <情報セキュリティの確保及び個人情報保護（業務方法書第43条）> 
情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する規程として「情報セキュ

リティ規程」を定めています。また、情報セキュリティに係る事項を審議し、情
報セキュリティの水準を適切に維持することを目的として「情報セキュリティ
委員会」を設置し、情報セキュリティ対策推進計画の策定、その実施状況の評価
等を行っています。令和４年度は２回開催しています。 

 
  <監事監査及び内部監査（業務方法書第44条、第45条）> 
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監事及び監事監査に関する規程等として、「監事監査要綱」等を定め、理事

長と常時意思疎通を確保する体制や補助者の独立性に関すること等を定めてい

ます。監事は、機構の業務及び会計等に関する監査を行い、監査報告を理事長

及び主務大臣に提出し、監査の結果、是正又は改善が必要であると判断したと

きは、その旨の意見を提出することとしています。 

また、理事長は、直属の内部監査担当部署として「監査部」を設置し、機構

の経営に資するため、経営課題や業務運営上想定される重要なリスクに重点を

おいた内部監査を行わせ、その結果を役員会に報告させています。 

 
 <内部通報及び外部通報（業務方法書第46条）> 

    組織的又は個人的な違反行為等の防止、早期発見及び是正を目的として、機構
の役職員及び退職者からの通報又は相談を受け付けるために、内部通報及び外
部通報に関する事項を「コンプライアンス規程」に定め、内部通報窓口及び外部
通報窓口を設置しています。制度が適切に運用されるように、通報者の保護に関
する体制及び通報内容の報告体制を整備しています。 

 
 <入札及び契約（業務方法書第47条）> 

    入札及び契約に関し、監事及び外部有識者から構成される「契約監視委員会」

の設置等に関する規程として「契約監視委員会設置規程」を定めており、令和 

４年度においては、同委員会を令和４年６月及び令和５年３月に開催し、新規の

競争性のない随意契約及び一者応札・応募による契約（令和３年10月から令和４

年９月までの契約）の点検等を行っています。 

また、一定額以上の調達案件については、「契約審査委員会設置規程」に基

づき機構内部に設置する「契約審査委員会」において契約の相手方の選定に係

る審査を行い、一層の透明性、公平性及び適切な執行の確保を図っています。

令和４年度は36回開催しています。 

そのほか、契約事務の適切な実施等を目的として「会計規程」を定めていま

す。 

 

【その他】 
 <事業運営審議委員会> 
  「独立行政法人改革等に関する基本方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）を踏

まえ、中立的な立場の外部有識者により構成される第三者委員会として、「事業運
営審議委員会」を設置しています。「事業運営審議委員会設置規程」に基づき、年
２回同委員会を開催し、前年度の業務実績、決算及び当該年度の業務の実施状況等
を機構から説明し、事業運営の妥当性を審議いただいております。 

   なお、令和４年度は令和４年９月１日、令和５年２月６日に開催しており、審議
概要をホームページに公表しています。 
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１５．法人の基本情報 
（１）沿革 
昭和25年６月 

  平成13年３月 
      15年10月 
           
    16年10月 
          
    17年６月 
         
    17年７月 
     18年９月 
      19年４月 
           
 
 
    21年６月 
 
    22年２月 
 
    23年５月
       
 

23年11月 
     23年12月 
       

 
24年４月 
 
27年２月 

    
  

   28年10月 
 
 

29年４月 
 
 
 

 

29年10月 

 

 

30年４月 

30年８月 

 

31年１月 

 

・住宅金融公庫設立 
・資産担保証券(ＭＢＳ)の発行を開始 
・証券化支援事業(買取型)(現在の【フラット３５（買取型）】)
を開始 

・証券化支援事業(保証型)(現在の【フラット３５（保証型）】)
を開始 

・【フラット３５(買取型)】に係る優良住宅取得支援制度 
(現在の【フラット３５】Ｓ）を開始 

・独立行政法人住宅金融支援機構法公布 
・一般担保債券(ＳＢ)の発行を開始 
・住宅金融公庫廃止 
・独立行政法人住宅金融支援機構設立 
・独立行政法人第一期中期目標期間開始(平成24年３月までの５年
間) 

・【フラット３５】Ｓに係る「20年金利引下げタイプ」の取扱い
を開始(現在は取扱終了) 

・【フラット３５】Ｓに係る当初10年間の金利引下げ幅を拡大(△
0.3％→△1.0％）(平成23年９月末までの時限措置) 

・東日本大震災により被害を受けられた方に対する災害復興住宅
融資及び返済方法の変更の制度を拡充（当初５年間の融資金利
０％、返済金の払込みの据置等） 

・サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資を開始 
・【フラット３５】Ｓに係る省エネルギー性に優れた住宅の当初
５年間の金利引下げ幅を拡大(△0.3％→△0.7％(被災地は△1.0
％))(平成24年10月末までの時限措置) 

・独立行政法人第二期中期目標期間開始(平成29年３月までの５年
間) 

・【フラット３５】Ｓに係る当初５年間(長期優良住宅等について
は、当初10年間)の金利引下げ幅を拡大(△0.3％→△0.6％)(平
成28年１月末までの時限措置) 

・【フラット３５】リノベ（性能向上リフォーム推進モデル事業
）を開始（金利引下げ幅は、当初５年間又は10年間△0.6％（平
成30年４月以降は △ 0.5％）） 

・独立行政法人第三期中期目標期間開始（令和３年３月までの４

年間） 

・【フラット３５】子育て支援型・地域活性化型を開始（金利引

下げ幅は当初５年間△ 0.25％） 

・新機構団体信用生命保険制度付き【フラット３５】の取扱いを

開始 

・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅における家賃債務保証保険の取

扱いを開始 

・【フラット３５】地域活性化型に「空き家対策」を追加 

・「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法

律」に基づく国際業務を開始 

・「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン

を資金使途とするグリーンボンドを発行 
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令和元年10月 

 

２年10月 

 

   ３年４月 

 

   ３年６月 

 

   ４年10月 

    
４年10月 

 

   ４年10月 

・【フラット３５】地域活性化型に「防災対策」及び「地方移住

支援」を追加 

・災害復興住宅融資の融資額の内訳（建設資金、土地取得資金等

）を廃止し、融資限度額及び融資金利を一本化 

・独立行政法人第四期中期目標期間開始(令和７年３月までの４年

間) 

・政府保証付きグリーンボンド「政府保証住宅金融支援機構債券(

グリーンボンド)」を発行 

・【フラット３５】新金利引下げ制度（ポイント制）の取扱いを

開始 

・【フラット３５】Ｓ（ＺＥＨ）の取扱いを開始（金利引下げ幅

は、当初５年間△0.50％、６年目から10年目までは△0.25％） 

・【グリーンリフォームローン】の取扱いを開始 

 
（２）設立根拠法 

独立行政法人住宅金融支援機構法（平成 17 年法律第 82 号） 
 
（３）主務大臣（主務省所管課） 

国土交通大臣（国土交通省住宅局住宅経済・法制課） 
財務大臣（財務省大臣官房政策金融課） 
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（４）組織図                   （令和５年３月 31 日現在） 
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（５）事務所所在地                （令和５年３月 31 日） 
   本店     東京都文京区後楽１－４－10 

北海道支店 札幌市中央区北３条西 13－３－13 
東北支店   仙台市青葉区一番町１－９－１ 仙台トラストタワー22 階 
東海支店  名古屋市中区丸の内３－23－20 ＨＦ桜通ビルディング７階 
近畿支店  大阪市中央区本町４－３－９ 本町サンケイビル 13 階 
北陸支店  金沢市広岡３－１－１ 金沢パークビル２階 
四国支店  高松市番町１－６－６ 甲南アセット番町ビル２階 
中国支店  広島市中区基町８－３ 
九州支店  福岡市博多区博多駅前３－25－21  

博多駅前ビジネスセンター６階 
 
（６）主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 
   当事業年度は該当ありません。 
 
（７）主要な財務データ（法人単位）の経年比較 

 
〔参考〕金利変動準備基金 

独立行政法人住宅金融支援機構法第 25 条に定める金利変動準備基金の損
益は、次のとおりです。 

 
＜算出方法＞ 
当年度増減額＝運用益－｛（A2－B2）－（A1－B1）－C ｝×買取額 

（注１）      （注２) 
 
（注１）金利変動準備基金として保有する国債等に係る当年度の発生利息 
（注２）取引ごとに算出される当年度の発生損失（発生確率 95％を超える

損失） 
ただし、（A2－B2）－（A1－B1）＜ C の場合は０とする。 

 
A1：提示金利決定時の住宅金融支援機構債券利率 
A2：条件決定時の住宅金融支援機構債券利率 
B1：提示金利決定時のスワップレート 
B2：条件決定時のスワップレート又は解約時精算金換算レート 
C ：過去 10 年間における発生確率 95％までの損失率 

（単位：百万円）
区　　　　　分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

経常費用 425,797       437,190       339,826       311,080       297,867       

経常収益 627,351       586,941       577,651       537,497       507,970       

当期総利益 204,363       151,418       241,029       229,188       212,525       

行政コスト －            438,139       339,906       311,080       297,867       

資産 26,045,505    26,405,073    27,075,283    27,253,552    26,980,257    

負債 24,169,831    24,380,309    24,811,730    24,859,476    24,396,897    

利益剰余金又は繰越欠損金（△） 1,174,713     1,323,651     1,562,288     1,700,073     1,892,775     

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 104,197    △ 284,756    △ 160,295    190,278       483,535       

投資活動によるキャッシュ・フロー 120,615       257,668       253,296       △ 29,450     △ 433,696    

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 52,923     19,468        201,545       △ 118,177    △ 562,337    

資金期末残高 803,529       795,908       1,090,454     1,133,105     620,607       

前年度末 当年度増減額 当年度末

金利変動準備基金の損益 7,860 320 8,180

（単位：百万円）
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（８）翌事業年度の予算、収支計画及び資金計画（法人単位） 
 

① 予算 
      

  
（単位：百万円）

収　入

国庫補助金 23,623            

政府出資金 1,520             

財政融資資金借入金 30,700            

民間借入金 93,800            

住宅金融支援機構債券 2,572,469         

住宅金融支援機構財形住宅債券 26,687            

買取債権回収金 1,161,982         

貸付回収金 631,595           

業務収入 450,877           

その他収入 85,822            

5,079,075         

支　出

業務経費 114,186           

証券化支援業務関係経費 37,130            

住宅融資保険等業務関係経費 3,273             

財形住宅資金貸付業務関係経費 382               

住宅資金貸付等業務関係経費 63,842            

既往債権管理業務関係経費 9,559             

買取債権 2,250,290         

貸付金 191,334           

借入金等償還 2,156,194         

支払利息 169,537           

一般管理費 4,371             

人件費 10,259            

その他支出 180,504           

5,076,674         

計

計

区　　　分 法人単位
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② 収支計画 

  
 

  

（単位：百万円）

収益の部 484,328           

経常収益 484,328           

資金運用収益 401,859           

保険引受収益 42,011            

役務取引等収益 527               

補助金等収益 39,279            

その他業務収益 42                

その他経常収益 609               

特別利益 -                 

費用の部 327,298           

経常費用 327,298           

資金調達費用 171,355           

保険引受費用 61,670            

役務取引等費用 26,479            

その他業務費用 9,216             

営業経費 38,940            

その他経常費用 19,638            

特別損失 -                 

純利益又は純損失（△） 157,030           

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,237             

総利益又は総損失（△） 158,267           

区　　　分 法人単位
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③ 資金計画 

 
※ 詳細につきましては、年度計画をご覧ください。 
  https://www.jhf.go.jp/about/organization/plan.html 
 
 

  

（単位：百万円）

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 455,957        

業務活動による支出 △ 2,731,943      

買取債権の取得による支出 △ 2,250,290      

貸付けによる支出 △ 191,334        

人件費支出 △ 10,259         

その他業務支出 △ 110,524        

その他支出 △ 169,537        

業務活動による収入 2,275,987         

買取債権の回収による収入 1,161,982         

貸付金の回収による収入 631,595           

買取債権利息収入 261,518           

貸付金利息収入 135,870           

その他業務収入 56,995            

国庫補助金収入 23,623            

その他収入 4,403             

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 102,096        

投資活動による支出 △ 180,009        

投資活動による収入 77,913            

財務活動によるキャッシュ・フロー 560,454           

財務活動による支出 △ 2,156,249      

民間長期借入金の返済による支出 △ 30,650         

債券の償還による支出 △ 1,842,805      

財政融資資金借入金の返済による支出 △ 282,739        

リース債務の支払いによる支出 △ 56             

不要財産に係る国庫納付等による支出 -                 

他勘定長期借入金の返済による支出 -                 

財務活動による収入 2,716,703         

民間長期借入金の借入れによる収入 93,800            

債券の発行による収入 2,590,683         

財政融資資金借入金の借入れによる収入 30,700            

政府出資金収入 1,520             

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -                 

資金増加額又は減少額（△） 2,401             

資金期首残高 1,325,822         

資金期末残高 1,328,223         

区　　　分 法人単位
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１６．参考情報 
（１）要約した財務諸表の科目の説明 

 
① 貸借対照表 

現金預け金：現金、預け金及び代理店預託金 
金銭の信託：金銭信託 
有価証券：満期保有目的の有価証券等 
買取債権：証券化支援業務において譲り受けた住宅ローン債権 
貸付金：住宅資金融通業務に係る貸付債権 
その他資産：求償債権、年金譲受債権、未収収益、繰延金融派生商品損失等 
有形固定資産：建物、土地、構築物、リース資産等の有形の固定資産 
無形固定資産：ソフトウェア 
保証債務見返： 

証券化支援業務（保証型）に係る保証債務、沖縄振興開発金融公庫及び独
立行政法人福祉医療機構の貸付金に係る保証債務の見返勘定  
貸倒引当金：買取債権、貸付金等に係る引当金 
借入金：財政融資資金借入金及び民間借入金 
債券： 

証券化支援業務等の運営に必要となる資金調達のため発行する債券及び
債券発行差額 
保険契約準備金： 
 証券化支援業務（保証型）及び住宅融資保険業務に係る責任準備金 
預り補助金等：補助金のうち翌期以降に収益化を行う金額 
その他負債：未払費用、前受収益、繰延金融派生商品利益、未払買取代金等 
賞与引当金：賞与を支払うための引当金 
退職給付引当金：退職金を支払うための引当金 
保証料返還引当金：保証料を返還するための引当金 
保証債務： 

証券化支援業務（保証型）に係る保証債務、沖縄振興開発金融公庫及び独
立行政法人福祉医療機構の貸付金に係る保証債務 
資本金：国からの出資金 
資本剰余金：狭義の資本剰余金及びその他行政コスト累計額 
利益剰余金：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 
評価・換算差額等： 
 民間の金融商品会計基準が適用される金利スワップ取引に係る評価差額 

 
② 行政コスト計算書 

損益計算書上の費用：損益計算書における経常費用及び特別損失 
その他行政コスト： 

政府出資金や国から交付された施設費等を財源として取得した資産の減
少に対応する、独立行政法人の実質的な会計上の財産的基礎の減少の程度を
表すもの 
行政コスト： 

独立行政法人のアウトプットを産み出すために使用したフルコストを表
すとともに、独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコス
トの算定基礎を示す指標としての性格を有するもの 
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③ 損益計算書 
資金運用収益：買取債権利息、貸付金利息、有価証券利息配当金等 
保険引受収益：正味収入保険料、団信特約料、団信配当金等 
役務取引等収益：保証料、受託手数料等 
補助金等収益： 

国又は地方公共団体から受け入れた補助金のうち当期に収益化した金額 
その他業務収益：委託解除手数料 
その他経常収益：保証料返還引当金戻入額、償却債権取立益等 
前中期目標期間繰越積立金取崩額：前中期目標期間繰越積立金の取崩額 

資金調達費用：借入金利息、債券利息、買取代金利息 
保険引受費用：正味支払保険金、団信支払保険料、団信弁済金等 
役務取引等費用： 

金融機関手数料、地方公共団体手数料、サービサー委託手数料等 
その他業務費用：債券発行費償却、金融派生商品費用等 
営業経費：人件費、業務諸費等の独立行政法人の業務に要した費用 
その他経常費用：貸倒引当金繰入額、出資金運用益調整金等 

 
 ④ 純資産変動計算書 

当期変動額合計：純資産のうち当期に増減があった額の合計 
当期末残高：貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 

 
⑤ キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー： 
独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、サービスの提

供等による収入、商品又はサービスの購入による支出、人件費支出等が該当 
投資活動によるキャッシュ・フロー： 

将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の状態
を表し、固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出が該当 
財務活動によるキャッシュ・フロー： 

増資等による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借入れ・返済による
収入・支出等、資金の調達及び返済等、不要財産に係る国庫納付等による支出
が該当 
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 （２）その他公表資料等との関係の説明 
   事業報告書に関連する以下の報告書等を作成しています。 
   

◆ホームページ 
ホームページでは、機構のご案内や各イベント等の募集のほか、各業務 
を通じて得られた知見や情報を発信しています。 
https://www.jhf.go.jp/index.html 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ◆統合報告書等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
◆パンフレット等 

  各商品等のご案内として、パンフレット等をご用意しています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【フラット３５】パンフレット 【リ・バース６０】リーフレット マンションすまい・る債のご案内 

 

国民のみなさまや投資家

のみなさま等のステーク

ホルダーに機構の取組を

お知らせし、ご理解いた

だけるよう「統合報告書

」や「季報 住宅金融」

を作成しています。 

統合報告書 季報 住宅金融 


